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各高齢者施設・事業所管理者  様 

 

香川県健康福祉部長寿社会対策課長  

                      （ 公 印 省 略 ） 

 

高齢者施設・事業所におけるマスクの着用について 

 

 日頃は、高齢者福祉行政に御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。また、新型コロナ

ウイルスの感染拡大防止のために御尽力いただき、心より感謝申し上げます。  

 さて、本県では、７月以来、県内の高齢者施設・事業所で４件の新型コロナウイルス

感染症の感染事例が判明しています。 

上記発生事例の感染者は、いずれも、利用者又は入居者であったことから、各高齢者

施設等管理者様におかれましては、以下の点に留意し、改めてより慎重で徹底した感

染防止対策に御協力をお願いします。 

 

・サービス提供にあたっては、「３つの密」（「換気が悪い密閉空間」、「多数が集まる

密集場所」及び「間近で会話や発声をする密接場面」）を回避すること。 

・飛沫感染防止のため、職員に限らず、居室以外で過ごす利用者（特に声を出す機会

が多い場合）へのマスクの着用を促すこと。 

・利用者に感染が疑われるような場合に、利用者がやむを得ず室外に出るときは、 

感染経路を遮断し、クラスターの発生を未然に防ぐためにマスクの着用を徹底す

ること。（布製マスクについては、国が一括購入し、配布を希望する介護施設等に

随時配布しています。） 

 

 ※ マスクの着用は感染リスクの低減に有効であるとされています。 
    ○ 別添 一般社団法人 日本環境感染学会「医療機関における新型コロナウイルス 

感染症への対応ガイド第 3 版」表１参照 
○ 新型コロナウイルス感染症対応力向上研修会でもご紹介しております。 

https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/choju/upfiles/sdjrsd1801231439

08_f145.pdf 

なお、感染が疑われる場合は、保健所に連絡し、その旨の指示に従うとともに速やか

に県長寿社会対策課に報告をお願いします。 

 

香川県健康福祉部長寿社会対策課 

施設サービスグループ 

TEL ０８７－８３２－３２６６ 

在宅サービスグループ 

TEL ０８７－８３２－３２７４  
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